
農地の貸し 借り の手続き

農地の貸し 借り に関する相談・ 申し 込み

農地のある市町村・ 農業委員会の相談窓口で農用地等の貸し 借り

について相談や申込みをし てく ださ い（ 随時）。 また、 地域計画を

作るために地域の話合い活動が行われていますので、 ご参加いた

だき、 話をし てみてく ださ い。

マッ チング・ 条件調整等の貸借に関する協議

農地のある市町村・ 農業委員会においてマッ チングや賃料等の

貸借条件に関する調整・ 協議を行います。

貸借契約の締結

協議が整いまし たら 、「 農地中間管理

事業の推進に関する法律」 に基づき

農地の貸借契約の手続き を行います。

スムーズに

手続き が進むよう

 お手伝いし ます！

まずは、 農地のある市町村の農政担当課、 または農業委員会へご相談く ださ い。



R5.4 .1 現在

お気軽に

ご相談く ださ い！

農地バンク を活用すると 様々なメリット があります

賃借料は農地バンク を経由するので安心・ 確実です。

契約期間終了後、 農地は必ず返還さ れます。 契約更新も 可能です。

要件を満たせば、 固定資産税の軽減が受けら れます。

相続税、 贈与税の納税猶予が継続さ れます。

（ 税務署への届け出が必要）

農地を 貸し たい方 農地を 借り たい方
複数の所有者と のやり と り や賃料支払いは、 農地バン

ク に一本化さ れ、 事務労力や手数料が軽減さ れます。

長期間、 農地を借り るこ と も 可能で、 計画的に営農でき ます。

要件を満たせば、 基盤整備や機械導入等の補助事業や

資金の活用において優遇措置があり ます。

法律に基づく 手続き による権利設定ができ ます。

よく あるご質問

関係機関の連絡先一覧はこ ちら その他 よく あるご質問はこ ち ら

【 公社Ｈ P】『 よく あるご質問』【 公社Ｈ P】『 関係機関連絡先一覧』

Q .１ 地域計画と は何ですか？

地域の農業を どのよ う に維持・ 発展さ せていく のか、 農地を 誰が

担っ ていく のか等の方針を 地域の話合いに基づいて定める 計画です。

地域計画に は農地１ 筆ご と に 将来誰が担っ て い く のかを 示し た

「 目標地図」 も 含まれます。 詳細は農地のある 市町村へお問い合せ

く ださ い。

A

A

Q .２
所有し ている農地が地域計画の内か外かはどのよう に

分かるのですか。

地域計画は市町村が策定し 、 公告を 行っ ていますので、 農地のある

市町村へお問い合わせく ださ い。

A

Q .３ どんな農地でも 借り 受けても ら えるのですか。

地域計画内の農地であっ ても 、 借受希望者が明確でない場合や１ 号遊休農地の黄色区分である 場合、

また、 地域計画外では借受けを 希望する 者が見込まれない場合や農用地等と し て利用する こ と が著

し く 困難な場合には借り 受ける こ と ができ ません。

A

Q .４ 賃料の支払いはいつですか。

土地所有者へのお支払いは１ ２ 月１ ０ 日です。 耕作者は１ １ 月１ ０ 日までに農地バン ク 指定口座へ

お支払いいただく こ と と なり ます。 なお、 県内Ｊ A 口座を お持ち の場合には引き 落と し ができ ます。

A

Q .５ 貸し 付けた農地を契約途中で返し ても ら えますか。

土地所有者・ 農地バン ク ・ 耕作者の間で合意解約ができ れば、 契約途中でも 農地を 返還する こ と はでき

ます。 なお、 協力金が交付さ れている 場合は協力金の返還になる こ と があり ますのでご注意く ださ い。

地域農業の将来について

話合い、 取り まと めた

「 地域計画」

農地１ 筆ごと に

将来誰が担う かを

見える 化する

「 目標地図」
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